
 

 

農地造成の手続きのご案内 
 

横浜市では、市街化調整区域内の「農地の造成」は、優良な農地の保全維持や農地の効率的な利

用による農業の生産性の向上を図られることが見込まれるなど、農地の利用増進のために行う場合

に実施することができます。 

農地造成を計画する際には、規模に関わらず、必ず農業委員会に事前にご相談ください。 

 

規模による手続きの違い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
横浜市中央農業委員会事務局 (担当：     ) 

☎ 045-948-2475、2476、2580、2581 

 
軽易な農地造成 

✓ 次の①～③をすべて満たす農地造成         

①耕作中断期間 1年以下、②面積 2,000㎡以下、③最高盛土・切土高が２ｍ以下 

✓ 農業委員会農地造成工事指導要綱に基づく承認申請が必要です。 

✓ 窓口は農業委員会で、農業委員会が承認します。 

 
一時転用許可 
✓ 次の①～③のいずれかに該当する農地造成    

①耕作中断期間 1年超え、②面積 2,000㎡超え、③最高盛土・切土高が２ｍ超え 
✓ 農地法第５条に基づく許可申請（一時転用）が必要です。 
✓ 窓口は農業委員会で、横浜市が許可権者です。 

盛土規制法許可 

✓ 上記の手続きに加えて、盛土規制法に基づく許可申請が必要な場合があります。 
✓ 窓口は建築局調整区域課です。 



  事前相談から承認までの手続きの一般的な流れ   

 

 

                

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

   

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前相談 

本申請 

毎月下旬頃 

申請月の 
翌月中旬頃 

農業委員会会議 

約２週間～ 
※図面修正等がある場合は

遅くなります 

毎月 10 日頃 

ご持参いただくもの 

① 公図 

② 土地の全部事項証明書 

③ 案内図 

④ 平面図（案）、断面図（案） 

申請月の 
翌月末頃 

事前相談書 

提出 

着工～完了 
 

来庁予約 

横浜市審査 

来庁の日時を必ずご予約ください。 

※規模により手続きが異なるので、概要をお伝えください。 

許可書発行 

回答 

許可要件を満たす場合、許可となります。 

許可が下り次第、ご連絡します。 

※他法令が関係する場合、他法令の進捗状況によって許可日

が遅くなることがあります。 

一般的に必要な提出書類 

申請書、公図、全部事項証明書、案内図、平面図、

断面図、工程表、委任状（代理人の場合） 

＋ 誓約書、土砂搬入出経路図、現地写真、 

隣接地権者の同意書 

承認が下りるまで工事着工はお待ちください。 

現地調査 

技術的基準等に照らし合わせ、回答します。 

本申請に向け、修正等をお願いします。 

本申請書作成 

内容確認 

途中経過の写真を撮り、記録を残してください。 

工事が完了したら必ずご連絡ください。 

一般的に必要な提出書類 

申請書、公図、全部事項証明書、案内図、平面図、 

断面図、工程表、委任状（代理人の場合） 

施工業者様、可能であれば地権者様も現地立会い

をお願いします。筆界を明示しておいてください。 

承認書発行 

工事完了報告書の提出 

要件を満たす場合、承認となります。 

発行準備ができ次第、ご連絡します。 

現地確認後、工事完了報告書を速やかに提出ください。 

施工業者様、可能であれば地権者様も現地立会い

をお願いします。 
現地確認 

一時転用許可の場合 
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